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根拠法令等

１　計　画　（プラン）

大気汚染防止法、騒音規制法、悪臭防止法、北海道公害防止条例、北広島市環境基
本条例、北広島市ゴルフ場農薬等安全使用指導要綱、北広島市環境監視員設置規程

・各種環境測定の実施（大気・水質・騒音・悪臭・農薬）
・環境監視員の配置（ゴルフ場の農薬使用等の指導及び現地調査等）
・環境汚染の調査、公害発生源の監視及び指導
・アスベスト気中濃度測定

平成19年6月

5,900

北広島の環境

事業者等に対して公害関係法令の遵守及び各種環境測定やゴルフ場での農薬等の使
用状況等を監視して、公害の未然防止と生活環境の保全を図る。

作成日

環境保全

内線768

課長職名事務区分

環境と共生する快適なまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 石井　潤一郎

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

中村　博司

整理番号 17-3 作成部署 環境部環境課
環境保全事業（各種環境測

定、監視）
事務事業名

　平成19年度事務事業評価調書（継続用）　　　　北広島市

環境保全対策の推進、公害の防止

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

同上

施策）

章

別紙１

S５０年代

直接事業費

5,7067,263 5,900

5,900

地方債

一般財源

国支出金

9,000 9,000

17年度（決算）

0.25 0.25

7,263 5,706 5,900

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

1 -

環境測定委託件数

環境測定データ 688696

件

件

66 6 6

697 701

0.25

9,000

2,250

8,150

0.25

9,000

8,150

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

　総　事　業　費 ①＋④ 9,513 7,956

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

19年度（予算） 20年度（予定）18年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 2,2502,250 2,250

その他特財
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成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

【指標の定義（算式等）】

代替指標

【指標の定義（算式等）】

1環境監視員配置数

測定に基づく指導件数

1人
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■

□

□

□

□拡大重点化

□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

■現状継続

□終了

□拡大重点化

□統合

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

市内の環境の状況を把握するため各種測定、監視を
継続して実施するとともに、測定結果をホームページ
に掲載して市民へ公表する。

環境測定の結果を市民に向けて分かりやすく公表する
ほか、悪臭や汚染などの苦情に対して的確な対応に
努めていく。

【１次評価】

□拡大重点化
■現状継続
□見直し

事務事業担当部局の
総合判定

　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

外部評価委
員会の総合

判定

環境測定・監視を定期的に実施し、
基準を超える数値が生じた場合、悪
臭等に対し苦情があった場合など、
住民の安全と快適な環境保持の観点
から、より迅速な体制による対応が必
要である。

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止

公害の未然防止と健康で安全かつ快適な生活環境の
達成を図るため、環境測定や監視は行政が積極的に
関与することは必要である。

測定結果をもとに事業者に対して指導・勧告を行うとと
もに監視活動による未然防止等が図られている。

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

測定項目や調査地点を厳選して実施している各種測
定は概ね効率的と考えるが、悪臭苦情については、工
場が起因するものより家畜排泄物によるものが多いこ
とから、農政サイドとも連携して必要な指導及び助言を
行うとともに立入検査も実施する。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

評点区分

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

[※参考]

前年度の
２次評価

　判　　　　定

現状継続

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

１次評価（今後も継続して、環境測定・監視を実施するとともに、測定結果などをホームペー
ジ等に掲載し、積極的に公表する）のとおり、環境測定により安全で快適な生活環境維持を
継続する。

■現状継続
□見直し
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・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

妥
当
性

3

4

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番号 17-3

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　■有　　　　　□無法律で実施が義務付けられている事務事業か

-

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）
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